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市からの連絡帳

 届　出 

■住民基本台帳カードの交付
手数料が一定期間無料！
　市民サービスの向上と普及促進の
ため、住民基本台帳カード（住基カ
ード）の交付手数料が一定期間無料
になっています。
　法定代理人による申請は事前にお
問い合わせください。
■住基カードでできること
①写真付きのカード（Ｂタイプ）は、
公的な本人確認書類として利用でき
ます。
②住民票の写しをほかの市区町村で
受け取れるサービスが利用できま
す。
③転入・転出手続きを簡略化するサ
ービスが利用できます。
□交付手数料　平成２３年３月３１日ま
で無料
□受付　市民課（田無庁舎２階、保
谷庁舎１階）
月～金曜日午前９時～１１時３０分、午
後１時～４時３０分
□必要なもの　本人確認書類、印鑑
（認め印）、写真（Ｂタイプのみ）
～本人確認書類の種類により手続き
の流れが異なります～
敢即日交付　官公署が発行した顔写
真付きの本人確認書類
柑照会交付　顔写真付きの本人確認
書類をお持ちでない方は、照会書を
自宅に郵送する方法で本人確認をし
ます。健康保険証などをお持ちくだ
さい。
※写真は市民課で無料撮影できま
す。持参する場合は、申請の６か月
以内に撮影した無帽、正面、無背景、
縦４．５㎝×横３．５㎝の写真をお持ちく
ださい。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■西東京市民カードの破損な
どによる引き替え
　西東京市民カードのうち８けたの
番号が金色で左３けたが０１０・０１１で
あるものは、弾力性が弱く割れやす
いとの指摘を受けています。破損し
た場合などは、引き替えますので窓
口にお持ちください。
　持 認め印、破損した西東京市民カー
ド、本人確認書類（運転免許証、パ
スポート、健康保険証な

ど）
※代理人による申請の場合は、代理
人選任届（本人自筆）が必要。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■旧印鑑登録証から西東京市
民カードへの引き替え
　「田無市印鑑登録証」、「保谷市印
鑑登録証」、暗証番号の入っていな
い「ほうや市民カード」を、暗証番
号の入った「西東京市民カード」と
引き替えることができます。暗証番
号を登録すると市内６か所に設置さ
れた住民票等自動交付機をご利用に
なれます。印鑑登録者が窓口で申請
してください。
※暗証番号を登録している「ほうや
市民カード」は、住民票等自動交付
機を利用できます。
□必要なもの　印鑑登録証または市
民カード、認め印、申請者の本人確
認書類
～本人確認書類の種類により手続き
の流れが異なります～
敢即日交付　官公署が発行した顔写
真付きの本人確認書類
柑照会交付　顔写真付きの本人確認
書類がない場合は即日での手続きが
できません。申請をすると本人あて
に照会書を郵送しますので、照会書
が届いたら、再度来庁して手続きを

してください。申請は本人のみです
が、再度来庁する時は代理人でも手
続きができます。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 年金・国保 

■「ねんきん定期便」をお届け
　日本年金機構では、平成２１年度よ
り保険料納付実績や年金の見込額な
どを記載した「ねんきん定期便」を
毎年誕生月に送付しています。
□通知内容
敢節目年齢（３５歳・４５歳・５８歳）の
方…①～⑥の更新内容を通知
柑その他の方…①～③の更新内容と
⑤・⑥の直近１年分を通知
①年金加入期間（加入月数、納付済
月数な

ど）　②５０歳未満の方には、加
入実績に応じた年金の見込額。５０歳
以上の方には、ねんきん定期便作成
時点の加入制度に引き続き加入した
場合の将来の年金見込額（すでに年
金受給中（全額停止中も含む）の方
には通知しません）　③保険料の納
付額（被保険者負担分累計）　④年金
加入歴（加入制度、事業所名称、被
保険者資格取得・喪失年月日な

ど）　⑤
厚生年金の全期間の月ごとの標準報
酬月額・賞与額、保険料納付額　⑥
国民年金の全期間の月ごとの保険料
納付状況（納付、未納、免除などの
別）
　受け取りになった際は、加入記録・
記載内容にもれや誤りがないか、十
分に確認してください。
　訂正がある場合は、同封の「年金
加入記録回答票」で回答してくださ
い。
※５８歳になる方は、もれや誤りの有
無に関わらず、必ず回答してくださ
い。また、それ以外の方も、水色の

用紙の「年金加入記録回答票」が同
封されている方は、「訂正なし」でも
同様に回答してください。
　問 ねんきん定期便専用ダイヤル
（札０５７０－０５８－５５５）
※ＩＰ電話・ＰＨＳからは
（札０３－６７００－１１４４）
□受付　月～金曜日午前９時～午後
８時、第２土曜日午前９時～午後５
時（祝日、年末年始を除く）
◆保険年金課 　田 （札４６０－９８２５）

■国民健康保険「限度額適用認
定証」・「限度額適用・標準負担
額減額認定証」の申請・更新
　対 ７０歳未満…西東京市国民健康保険
に加入し、保険料の滞納がない方が
入院する場合、「限度額適用認定証」
（住民税非課税世帯の方は「限度額
適用・標準負担額減額認定証」）を医
療機関に提示することにより、１か
月に支払う入院時の窓口負担を自己
負担限度額までに抑えることができ
ます。
　認定証を使わずに入院し、医療機
関で１か月に支払った窓口負担が自
己負担限度額を超えた場合には、後
で高額療養費として支給されます。
７０歳～７４歳…「高齢受給者証」が
「限度額適用認定証」の役割をかね
ています。
　ただし、住民税非課税世帯は「限
度額適用・標準負担額減額認定証」
の申請が必要となります。
※自己負担限度額は毎年の所得によ
り決定します。有効期限は７月末日
までのため、すでに認定証をお持ち
の方も申請による更新が必要です。
□必要なもの
①入院される方の保険証　②印鑑
　申 保険年金課（田無庁舎２階）
　市民課（保谷庁舎１階）
◆保険年金課 　田 （札４６０－９８２１）

建展示会やセールなど「協賛事業」を募集 
～名義使用や広報を支援～
　市内に活動の拠点を置く事業所、または各種
団体などが主催する事業で、市制１０周年の周
知・普及にご協力いただき、市内外に広く発信
できるよう、盛り上げていただける協賛セー
ル・展示会・発表会などのイベントを募集しま
す。
　協賛事業には、「西東京市誕生１０周年記念協
賛事業」の名義使用や、市　HP への掲載など広報
支援を行います。なお、補助金・助成金などの
経済的支援はありません。
　詳細は、市　HP をご覧ください。
　対 市内に活動の拠点を置く事業所や各種団体
□実施期間　平成２３年１月２１日晶～１２月２８日昌
までに実施する事業。実施期間前に市制１０周年
の事前の周知のために行う事業も対象です。
　申 ７月１５日昭～期間中に企画政策課（田無庁舎
３階）へ
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

建「朝食メニューコンクール」 
　～地域の野菜を食卓に～
　市内でとれる野菜を使った朝食メニューを募集
します！選ばれた献立は、市　HP やリーフレットな
どで紹介するほか、小学校給食や市内飲食店、市
の栄養講習会などで活用します。
　内 市内でとれる野菜を２種類以上使用して、調理
時間３０分以内のメニュー
　対 市内在住、在勤、在学者
□参加部門　一般部門、小学生部門
□審査方法　１次…書類選考（１０月）
　　　　　　２次…調理審査（１１月２７日松）
□表彰・賞品　最優秀賞・優秀賞者には１０周年記
念式典で表彰を行い、副賞を進呈します。
　申 応募用紙に、材料・分量・作り方・絵または写真を
添付し、９月３０日昭（必着）までに健康課（保谷保健
福祉総合センター４階）へ郵送、または直接持参。
　応募用紙は健康課や公民館などで配布するほ
か、市　HP からダウンロードできます。
◆健康課 　保 （札４３８－４０３７）

建「市民活動団体提案協働事業」を募集 
　～事業費の一部を補助～
　市では、平成２２・２３年度に市民活動団体が自
ら企画・実施する「市民活動団体提案協働事業」
を募集し、事業費の一部を補助します。市制１０
周年を祝うとともに、市民が主役になり、地域
全体の活力になるような事業を市民と行政との
協働で行い、元気なまちづくりに貢献できるよ
うな、環境・文化・スポーツなどのさまざまな
分野の事業を募集します。
　詳細は、７月１５日昭から協働コミュニティ課
（保谷庁舎３階）、企画政策課（田無庁舎３階）
で配布する募集要項をご覧ください。
　対 市内に活動の拠点を置く市民活動団体（ＮＰ
Ｏ法人、任意の市民活動団体な

ど）
□補助金額　要項に定める補助対象経費に該当
するもので、１事業につき２０万円（税込）を上限。
　申 ７月１５日昭～９月３０日昭までに、協働コミュ
ニティ課へ関係書類を直接持参。
◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）


